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1．はじめに

　先進諸剛こあっては，戦後の復興と経済の発展等は，

比較的安定した杜会秩序の下で，人々がスポーツを楽し

み得る条件である自由時問の増加と生活水準の向上を促

した。それと同時に，スポーツが生活を充実させる上で

重要な意味をもつことが認められるようになり1），杜会

におげるスポーツの振興は政治的課題の1つとして位置

づげられるようになったのである。その中でもよく知ら

れているものに西ドイツのゴールデソ・プラソとイギリ

スのスポーツ・ヵウソシルが挙げられる。これらについ

てはこれまでにも度々論評されてはいるが，そのほとん

どはスポーツ振興施策の例としてあるいは実態報告とし

て紹介され，論じられたものである。江刺2）や唐木3）等

はそれらをスポーツ政策として捉え，研究を行たってい

るが，前者の研究はスポーツ・カウソシルを中心とした

イギリスのスポーソ政策の成立過程や評価あるいは間題

点の提示であり，後者のそれはゴールデソ・プラソを含

む西ドイッのスポーツ政策にみられる公的援助の意義及

びそれにみられる間題点に焦点が当てられている。従っ

て，そこでは政策としてのスポーツ・カウソシノレやゴー

ルデソ・プラソの動的側面，すなわち政策の実行及びそ

の影響の側面についてはあまり触れられてはいない。

　本稿では，スポーツ・カウソシル並びにゴールデソ・

プラソをそれぞれ現代杜会におけるスポーツ政策の一環

として把握するとともに，その動的側面の考察を試みる

ものである。しかし，資料等の関係上，スポーツ・カウ

ソシルについては1980年代初頭までを，またゴールデソ

’プラソについては1975年までの時期を中心に論じてい

くことを断っておきたい。

2．　ゴールデン・プラン

1960年，西ドイツ・オリソピック協会は文明病の予
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防，健康の維持・増進に関してスポーツや身体運動の意

義を強調するとともに，保養・遊戯・スポーソに関する

施設建設のプログラム，すなわちゴールデソ・プラソを

提唱した。それは1961年から実行に移されたのである

が，ゴールデソ・プラソはスポーツと政治の組織間の相

互作用において決定され，実行されたのであり，特に州

と地方自治体の共同的財政措置に負うところが大きいも

のであった。

（1）　ゴールデン・プランの提唱

　1975年，目本レクリエーション協会が刊行した「西ド

イツ・黄金計画と第2の道一トリム運動への展開」にお

いて，ゴールデソ・プラソの策定に至るまでの経緯が簡

明に示されている。それによれば，次の通りである1）。

　（1）1955年，各州文部大臣，地域スポーツ団体，ドイ

ソ・スポーソ連盟理事会の協議によるr学校体育促進に

関する勧告」が発表された。

　（2）同年のドイツ都市会議で「地域スポーソ奨励に関

する基本的な考え方」がまとめられた。

　（3）1956年のドイツ・オリソピック協会と建築・都市

計画・スポーツ専門家の協力によって「5000人以上の住

民をもつ地域（Gemeinde）におげる保養・遊戯・ス

ポーツ施設建設規準（！）」が作成された。

　（4）1958年のドイツ都市会議スポーツ部会によって

r保養・遊戯・スポーツ施設と都市建設」が発表された。

　（5）1959年，ドイツ・オリソピック協会と建築・’都市

計画・スポーソ専門家の協力によって「5000人以下の住

民をもつ地域（Gemeinde）における保養・遊戯・ス

ポーツ施設建設規準（2）」が作成された。

　（6）同年のドイツ都市連盟（の理事会）によってr地

域スポーツ促進に関する基本的考え方」が発表された。

　（7）以上のものの総括とも言うべきものが，1960年，

ドイツ・オリソピック協会によって「健康・遊戯・保養

に関する黄金計画覚書」，いわゆる「黄金計画覚書」と
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して公表された。

　（8）1961年，黄金計画の第2覚書r地域における黄金

計画」，いわゆる「黄金計画実施具体案と黄金計画関係

資料集」とでも呼ぱれるべきものが発表された。

　このように，オリソピック協会はもとより，都市計画

・建築関係者，それに地方自治体を母体とした組織など

もゴールデソ・プラソf乍成にある役割を果したことが窺

われる。

　さて，1960年に公表された「健康・遊戯・保1養に関す

る黄金計画覚書」は，今日増大しつつある文明病の予防

策として運動，遊戯及びスポーツに関する諸活動の実践

を強調し，そのための施設建設の必要を提唱している。

　生長条件や生活条件の悪化，家庭の内外における刺激

過剰，交通量の増加，大気汚染，特に遊戯場の不足やそ

れによって生じる運動不足は既に就学前の児童達に慢性

的な病的障害をもたらしている。さらに，学校におけ

る，最大2時問の運動時問に対して，新しく追加された

週34時問の座っている授業時問を含めた同様な要因や未

だ改正されていないSchichtunterricht2）は生徒の発育

阻害をまぬがれ難いものにしている。労働過程がますま

す自動化し，機械化が進められていることや，増加する

一方の娯楽産業は運動を伴わない自由時問を提供するこ

と，つまり，身体を動かさないでおくことが就業年令段

階の人々において障害を永続化させているのである。そ

れによって，すべての将来の杜会的，文化的，経済的庚

命の達成が疑問視される人問の生物学的退化の危険が生

じている。

　多様な形式の身体訓練は，この警告を発している身体

障害の進行を食い止め，既に発生している障害をなおし

たり，また予防したりするための主要な手段として認め

られている。そのためには，体育館，広場，水泳場等の

施設を十分に整備することが前提条件になる…3）。

　このように述べると同時に，ドイツ・オリソピック協

会はドイツ都市会議の協力を得て諸施設の不足数を調査

し，その整備に要する経費を算出している。

　表1のような調査結果及び経費の見積りに基づき，ド

イツ．オリソピック協会は各級政府並びに議会，そして

各政党に対して，「我々国民の将来のために共に責任を

負い，共通の危急に対処するよう切願する」4）とし，次

のような財政負担の提案を行なっている。

　建築費は，連邦……総額の約10分の2，州……総額の

約10分の5，市町村（市町村連合）及び他の建築主ある

いは後援者……1O分の3とし，また15年問，一定必要額

を分轄すると，1年問の支出額は連邦……約8，400万マ

・レク，州……約22，200万マルク5），市町村等・…・・約11，5

表1要整傭施設数とその経費（1961～1975）

施　　　設　　　名 施設数 整備費

児童遊戯場 31，000 28，OOO

一般及び学校スポーツ場 14，700 142，000

室内遊戯場・体育館（ツルソ・
ギムナスティック・ホール）

10，400 211，000

室内体操場ないし体操室 5，500 40，O00

室内水泳練習場 2，625 47，500

屋外プール 2，420 97，500

室内プール 435 65，500

計 631，500
（万マルク）

（DOG，Der　Go1den　P1an　in　den　Gemeinden，

Wi1he1m－Limpert，1960．）

00万マルク5）になるが，連邦及び各州はその助成金を漸

次増額させ，4年後，すなわち1964年に上記の金額に達

するようにする。市町村については，これらの諸提案に

従い，それらの地域におげる保養，遊戯，スポーツに関

する諾施設の建設計画及びそのための財政計画を立て，

割り当てられた経費をその都度予算に組み入れるよう請

願されている6〕。

　このドイツ・オリソピック協会によって提唱された

ゴールデソ・プラソはやがて各級政府及び議会に受け入

れられるようになる。ゴールデソ・プラソ提唱後，数多

くの市町村は既に立案されていた練習場（Ubungs－

St註tten）建設のプログラムを拡張し，他のある市町村

はその新しい計画や初めての計画について考慮し始じ

め，またゴールデソ・プラソに調われた任務を遂行しよ

うとする市町村の意志は，練習場建設に関する適切な資

金を予算に組み入れるようになったことにおいてもみら

れる7）ことが指摘されている。

　連邦各州についてみると，各州政府は，ゴールデソ・

プラソ発表以前の数年問，既に市町村における練習場建

設に関して財政援助を行なっていたが，ゴールデソ・プ

ラソ発表の1年後には，それに関する補助金を増額さ

せ，ゴールデソ・プラソの実現に同意する態度を示L

た。例えぱ，バーデソ・ヴユルテソベルク州政府は市町

村における練習場建設を促進するためのプログラムを拡

張し，それに関する資金を1961年度には前年度の1，200

万マルクから1，600万マルクに増額させ，さらに1962年

度には2，000万マルクに引き上げることを発表したし，

ヘッセソ州政府はゴールデソ・プラソを基本として，同

州の州旗の色から紅白プラソと称するスポーツ振興プロ

グラムを発表し，1961年度予算に1，450万マルクを組み

入れた（当初は550万マルクであった。）のである。ま
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た，バイエルソ州政府は1961年末にゴールデソ・プラソ

に基づいて州スポーツ・プラソをf乍成し，1962年度予算

において地域スポーツ場建設のために1，500万マルクを

越える資金を見積っていたし，二一ダーザクセソ州政府

は地域スポーツ場建設のための資金を1961年度には前年

度の550万マルクから1，050万マルクに増額するなど，州

においてもゴールデソ。プラソ推進についてかなり積極

的な施策がとられていた8）。

　連邦政府についてみれば，1960年8月5日のドイツ・

スポーツ界のリーダー達との協議会において，K．アデ

マウアー首相がゴールデソ・プラソの実現に対する連邦

政府の援助を約束したこと，あるいはドイツ・スポーツ

連盟連邦会議に先立つ1961年12月10日に連邦内務大臣

G．シュレーダーがゴールデソ・プラソ推進の声明を発

表していることなどからもわかるように，連邦政府も

ゴールデソ・プラソの推進に関して理解を示していた9）。

また，ドイツ・キリスト教民主同盟，ドイツ杜会民主

党，自由民主党などの政党もゴールデソ・プラソの実施

に同意していたと言われている10）。

（2）ゴールデン・プランの実施

　ゴールデソ・プラソは各級政府及び議会の同意を得，

1961年より実行に移されたのであるが，その後，当初の

ゴールデソ・プラソ達成の中問年度にあたる1967年には

ドイツ’オリソピック協会によってゴールデソ・プラソ

に関する第2次覚書が発表され，また1974年にはゴール

デソ・プラソのための首相諮間委員会によってゴールデ

ソ・プラソ実施状況（1961～1972年）が公表されてい

る。そして，1975年，当初のゴールデソ・プラソ達成の

最終年度を迎え，さらに新たな施設建設規準が設けられ

るとともに，翌年には1961～1975年における実施状況が

報告されたのである。ここではゴールデソ・プラソの実

施を1961年から1975年までの間においてみていきたい。

　ゴールデソ・プラソは創意に基づく計画であって，法

的拘束力をもつものではない。それは各級政府及び議会

の同意によるものであり，ひいては西ドイツ国民の同意

によるものであると言われている。しかし，ゴールデソ

・プラソはいくつかの法令あるいは法的規定に関連して

いることも事実である。

　1959年10月30日には住宅建築に関係する連邦大臣及び

各州のイニシャテイブによって作成された，ベルリンを

含めた連邦諸州に関するr標準建築規定（Muster－

bauordnung）」が定められている。それは第10条にお

いて，住宅建築と関連して遊戯場の建設を規定してい

る11）。また，1960年6月23日には連邦建築法が制定され

ているが，それによると，市町村におげる秩序づげられ

た都市建設の発展のために必要な限り建築指導計画

（Bau1eitp1註ne）を作成すべきであることが規定されて

いる。そして，建築指導計画は住民の杜会・文化的欲求

や住民の安全と健康を基礎として青少年振興を顧慮した

ものでなければならず，必要に応じて遊戯場やスポーツ

に関する施設を建設すべきであることなどを規定してい

る。また，この連邦建築法は，市町村は上述の建築指導

計画に基づき，それに必要な建築用地を合法的かつ優先

的に買収する権利を有することを言厘っている12）。

　資金については，ドイツ・オリソピック協会によって

建築費用に関し，連邦20％，州50％の補助により地方自

治体が30％の負担で行なうものとすることが提案されて

いたが，この規準はすべての場合において一律のもので

はなく，白治体の財政力その他が考慮されなけれぱなら

ないとされている。

　1967年11月，ドイツ・オリソピック協会は「ゴールデ

ソ・プラソに関する第2次覚書」を発表した。この覚書

も第1次覚書と同様に，各級政府及び議会に対する勧告

・提案として発表されたものであるが，そこでは施設整

備のために支出された金額について次のように示されて

いる13）。

　地方自治体（1961～1965年）　約2億1，100万マルク

　州補助金（1961～1967年）　約18億1，O00万マルク

　連邦補助金（1961～1967年）　約2億1，000万マルク

　上記の支出金額から1年間の平均支出額を算出する

と，地方自治体4，220万マルク，州2億5，857万マルク，

連邦3，000万マルクであり，それぞれ当初計画の約36％，

116％，37％となっている。また，3者の年問支出額の

割合についてみると，地方自治体12．8％，州78．2％，連

邦9．1％となっており，地方自治体と連邦の割合は当初

提案された割合（自治体30％，連邦20％）を大きく下回

っている。

　第2次覚書は1967年までの実施状況を踏まえるととも

に，ゴールデソ・プラン提唱以後の杜会の変化を考慮し

，後期8年間において目標とする建設施設数及びそれに

要する費用を新たに提示している。また，第1次覚書で

は取り上げられなかったスポーツに関する施設やその他

の施設（特別施設）の建設の必要についても述べてい

る。

　その後，1973年の第3回スポーツ施設及びプール建設

国際会議においてドイツ・オリン’ピック協会専務理事で

あるG．アーベルベックがゴールデソ・プラソについて

講演し，また1974年には，ゴールデソ・プラソのための
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首相諮間委員会によってrゴールデソ・プラソ実施状況

報告」が発表されているi4）。それによれぼ，1961年から

1972年までの問に投じられた金額は約120億マルク（土

地取得に関する経費を除く。）である。そのうちコミュ

ニティ・スポーツ施設建設に対する連邦補助金3億2，150

万マルクと州補助金42億2，300万マルクとを差し引いた

額，74億5，550万マルクの大部分が地方自治体によって

支出されたものである。こうしてみれば，3者の総支出

額に占める割合はそれぞれおよそ，連邦2．7％，州35．2

％，地方白治体その他62．1％となる。これはあくまでも

上述のような計算から得られた推定の割合であるが，第

2次覚書から得られた割合，連邦91％，州78．2％，地

方白治体12．8％と比べると，地方自治体の支出額の割合

の上昇と連邦及び州のそれの低下が著しい。

　1976年には当初計画されていた1961～1975年までの15

年問におけるゴールデソ・プラソ実施状況調査結果が発

表されているが，その調査報告書15〕によると，1961～

1975年までの施設建設費総額は173億8，400万マルク（土

地取得費を除く。）であり，連邦，州，地方自治体の支

出額及びその割合はそれぞれ，5億5，300万マルク（3．2

％），59億2，000万マルク　（34．1％），109億1，100万マノレ

ク（62．8％）とたっている。これまでの支出額の数値か

ら1968～1972年（地方自治体については1966～1972年）

と1973～1975年までにおげる連邦，州及び地方自治体に

おける年問平均支出額を算出し，それに第2次覚書から

得られたものを加えると，表2のようになる。

　当初の地方自治体の割合は低いものの，その後は大き

く上昇している。州のそれは1967年までは非常に高く，

前半期の州の指導的立場を示しているように思われる。

それに比べて，連邦の割合は総じて低く，特に1968～19

72年におげるその著しい低下は1972年開催のミュソヘソ

・オリソピック大会の諸準備優先16）と地域のスポーツ

に関する施設等の整備の主たる責任は地方自治体にある

表2　連邦，州，地方自治体の施設整備年問平均支

　　出額とその総額　　　　　　　　単位；万マルク

1961～1967 1968～1972 1973～1975
1961～1975　の総計

連　　邦
　3，000（9．1％） 　2，230（1．4％） 　7，717（4．3％） 　55，300（3．2％）

州
　25，857（78．2％） 　48，260（31．3刎 　56，567（31．5％） 592，000（34．1％）

地　　方自治体 　4，220（12．8％） 103，493（67．2％） 115，183（64．2％） 1，091，1OO（62．8％）

1961～1975

55，300

592，000

1，091，1OO

（ただし，地方自治体については1961～1965年，1966～

1972年で計算している。）

ことを示しているようにも思われる。

　さて，上述のような資金によって施設整備が進められ

た結果，1976年1月1目現在，表3のような施設整備の

状況が報告されている。

　また，1960～1975年までの施設数の変化は，大鋸17）

によって算出されているが，それによれば，1975年まで

の15年間に，体育館は12，335，スポーツ場は13，878，屋

内水泳場は2，151，屋外水泳場は1，O08か所整備されたこ

とになり，子供の遊び場は1976年1月1日現在42，806と

なっている。これを1960年当時の整備状況と比較する

と，体育館はおよそ2．3倍，スポーツ場は1．7倍，屋内水

泳場は5．5倍，屋外水泳場は1．6倍，子供の遊び場は，10

年前の1965年の数値と比較して，1．8倍の伸び率になっ

ている。

　さらに，施設数，施設面積から施設整備の達成率につ

いてみると，表4，5のように示されている。

　施設数からみた場合，屋外水泳場の74％を除き，ほぼ

目標を達成したと言える。施設面積からみても同様であ

るが，特に体育館，屋内水泳場は目標値をかなり上回る

ものとなっている。ただ屋内水泳場については，都市の

人口規模によって基準値が異なっているため，123～245

％の問とされ，屋外水泳場についても56～113劣の問と

されている。子供の遊び場については65％の達成率とな

っており，最も低くなっている。

　その他，特殊スポーツ施設については表6のように示

されている。白転車腕技場とローテル・ホフスレーコー

スは減少しており，またローラースケートコースやス

キージャソプ場などの施設の増加率はそれほど高くはな

いが，他の施設についてはかなり増加している。中でも

屋内テニス場は1965年の71から714％増の578にも上って

いる。それに加え，屋外テニス場は1965年の6，099から

1976年には144％増の14，896に増加していることが報告

されているO

　ゴールデソ・プラソの実施によりスポーツに関する施

設が整備されるようになり，それは西ドイツにおけるス

ポーツの発展を基礎づけたものと思われるが，ゴールデ

ソ・プラソの実施と並行してスポーツ振興に関する運動

が展開されていることも見逃せない。ゴールデ1■・プラ

ソ提唱の1年前に，ドイツ・スポーツ連盟は「第2の道

一国民のためのスポーツに関する運動一」を，さらに

1969年にはそれに続く“Sport　f肚A11e”に関する運動

を展開したのである。このような運動はゴールデン・プ

ラソの実施を強く促したであろうし，またゴールデソ・

プラソの実施はその運動を助長せしめたことであろう。

そして，それらによってスポーツの発展が促されたこと
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表3　1976年1月1日現在の施設数

州

施設

シュレスビッヒーホル
シュタイソ

ハソブノレク

ニーダーザクセソ

ブレーメン

ノルトライソーヴェス
トファーレソ

ヘッセソ

ライソラソトプファルツ

バーデソーヴユルテソ
ベルク

バイェルソ

ザールラソト

西ベルリソ

連　　　邦　　　計

スポーツ
施設総数

6．809

2．271

21．888

1．737

33．163

13．850

10．584

26．383

29．923

2．649

2，299

151，556

スポーツ
場1）

2．175

　838
6．519

　416
10．071

4．657

3．235

8．753

11．559

　887

　848

49，958

体育館2）

　865

　500

2．550

　222

5．465

1．567

1．398

3．707

4．503

　447

　551

21，775

射撃スポ
ーツ施設
　　　3）

1．231

　319

5．288

　830

2．844

2．088

1．980

6．214

5．139

　356

　91

26，380

屋内プール

83

18

329

11

892

205

166

630

549

57

20

2，960

屋外プール
　　　　4）

128

17

437

　9

468

329

195

463

609

45

13

2，713

子どもの
遊び場5）

2．107

　554
6．052

　218
12．095

4．546

3．332

5．810

6．615

　763

　714

42，806

特殊スポ
ーソ施設
　　　6）

　220

　25

　713

　31

1．328

　458

　278

　806

　949

　94

　62

4，964

注1）学校のスポーツ場，テニス場及びトリム施設を含む。　2）屋内の特殊スポーツ場を除く。

　3）個々のコースの数　4）　自然を利用Lた水泳場を除く。　5）　ローラースケート場を含む。

　6）屋内テニス場，屋内乗馬場，アイススケート場，ローラースケートコース（20×40仰），人エアイススケートコ

　　ース，乗馬場，ゴルフ場（ミニゴルフ場は除く。）自転車競技場，ローデル・ポブスレーコース，スキージャソ

　　プ場，レガッタ競技場などである。

　　（DOG，Erhebung　uber　den　Bestand　an　Erho1ungs一，Spie1－und　Sportan1agen－Sportst註ttenstatistik

　　　in　der　Bundesrepub1ik　Deutsch1and，1976．）

表4　施設の数からみた達成率 単位：％

い…
1965 1967 1972 1975

スポーツ場 57 83＊ 78 81 94

体　育　館 37 47 76 91 99

屋内水泳場 15 24 57 89 110

屋外水泳場 41 44 66 73 74

＊テニス場とトリム施設が含まれている。

（大鋸順，西ドイツにおげるゴールデソ・プラソの成果

一その3，体協時報Nα313．1979．9．）

表5　1976年1月1目現在における施設面積

　　　　　　　　　　　　　　　単位：1，000〃

施　設 実面積 基準値（〃） 目標面積 達成率
（％）

スポーツ場 198，759 3．5 214，172 93

体　育　館 8，392 O．1 6，119 137

屋内水泳場 750 0，005‘0．01 306－612 245－123

屋外水泳場 3，444 O．05－O．1 3，060－6，119 113i56
子どもの遊
び場

59，267 1．5 91，788 65

245－123

が推察され得る。表7は1954～1981年までのドイツ・ス

ポーツ連盟の発展をその加盟クラブ及び会員数の増加等

からみたものである。会員数の総人口に占める割合の増

加率についてみると，1960年以前では年間平均O．38％で

あるが，1960～1965年ではO．44％，1965～1970年では1

％，1970～1975年では0．86％，1975～1980年では1．3％

の増加率となっており，特に1965年以降の増加率が高く

なっている。また，A．クルユーガー18）は1973年頃のD

（大鋸順，西ドイツにおけるゴールデソ・プラソの成果

一その3，体協時報Nα313．1979．9．）

S　Bの加盟人口やスポーツ・クラブの状況について述べ

ているが，それによれぱ，幼児や女性のスポーツ19）の

増加が著しく（例えば，男女の割合は1959年では7：1

であったが，1973年には3：1に変化している。），さら

に単一種目のスポーツ・クラブの割合は全クラブの50％

から21％に低下し，Freizeitangebot20）をもつクラブが

70％を占めるほどになっているとされている。
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表6　特殊スポーツ施設の整備状況（1965年との比較）

屋内テニス場

レガッタ競技場

屋内乗馬場

乗馬場

射撃場（コース）

ゴルフ場

人エアイススケート場

スキージャソプ場

ローラースケートコース

屋内アイススポーツ場

自転車腕技場

ローデル・ボブスレーコース

3．スポーツ・カウンシル

1965

　　71

　105

　480

　705
12．422

　　70

　　50

　166

　159

48

157

19761．1．

　578（714％）

　382（264）

1，300（171）

1，840（161）

26，380（112）

　131（87）

　116（132）

　215（30）

　180（13）

　48（登録数）

　42（一13）

　132（一16）

注　ゴルフ場についてはミニゴルフ場を除く。また（）
　内の数値は1965年の施設数に対する増減値である。
　（DOG，Erhebung　uber　den　Bestand　an　Erho－
　1ungs一，Sp1e1＿und　Sportan1agen－Sportstatten－

　stat1st1k　m　der　Bundesrepub11k　Deutsch1and，
　1976．）

　従来のイギリスにおけるスポーツは，se1f－he1p　（自

助）の精神に則り伝統的なスポーツ・クラブに担われて

いたのであり，施設にしてもかなりの部分民問の手によ

って整備されていた。しかし，その後，地方白治体が援

助を行ない始め，それに続いて国家政府も次第に財政援

助を行なうようになり，特に1972年のスポーツ・カウソ

ノルの設置とともにスポーソの振興に関する財政的措置

は強められ，それは地方自治体のスポーソ振興施策，と

りわけ施設整備のための財政支出を促L，かつ民間のク

ラブや企業体のそれについても援助が進められたのであ

る。

（1）　ウォルフェンデン・レポート

　スポーツ・カウソシル設置以前，イギリスにおけるス

ポーツの発展に関して重要な役割を果していたC　C　P　R

（Centra1Council　of　Physica1Recreation）は1957年

にウォルフヱソデソ委員会を発足させた。この委員会の

目的は，「イギリスにおけるゲーム，スポーツ及び野外

活動の発展に影響を及ぼしている要因を調査し，かつこ

表7　ドイツスポーツ連盟の発展（1954～1981）

年　　　　次

L　S　Bクラブ数

D　S　B会員数

年　　　　次

L　S　Bクラブ数

D　S　B会員数

年　　　　次

L　S　Bクラブ数

D　S　B会員数

年　　　　次

L　S　Bクラブ数

D　S　B会員数

1954　　　　　　　　1955　　　　　　　　1956

　23．073
3，739，838

（7．2％）

　23．947
3，848，859

　（7．3）

1961　　　　　　　　1962

　30．758
5，497，763

（9．8％）

1968

　37．391
8，940，957

（15．0劣）

1975

　　44．373

13，449，905

　（21．O％）

　31．537
5，693，368

　（10．1）

1969

　38．284
9，555，270

　（16．O）

1976

　　45．518

14，194，344

　24．320
4，356，562

　（8．2）

1963

　32．115
5，903，736

　（10．3）

1970

　　39．201

10，121，546

　　（16．7）

1977

　　46．946

14，712，573

　　（23．O）

1957

　26．116
4，615，868

　（8．6）

1964

　33．273
6，190，094

　（10．8）

1971

　　39．827

10，794，018

　　（17．6）

1978

　　48．380

15，780，582

　　（25．7）

1958

　27．511
4，836，878

　（8．9）

1965

　34．441
6，831，980

　（11．7）

1972

　　40．938

11，497，123

　　（19．0）

1979

　　50．739

16，518，785

　　（26．9）

1959

　29．025
5，130，522

　（9．5）

1966

　35．567
7，698，812

　（13．1）

1973

　　41．463

12，152，345

　　（19．8）

1980

　　53．451

16，924，027

　　（27．6）

1960

　29．486
5，267，627

　（9．5）

1967

　36．362
8，235，118

　（13．9）

1974

　　42．785

12，836，302

　　（20．8）

1981

　　58．937

17，658，020

　　（28．7）

注1．　（）内の数値は総人口に対するD　S　B会員数の割合を示している。

　2．　D　S　B会員数にはL　S　Bに加盟していない者も含まれている。

　　　（K．Giese1er，Der　Sport　in　der　Bundesrepub1ik　Deutsch1and，Bo1dt　Ver1ag，1972．，DSB，Bestan－

　　　　dse「hebun91982，10．1982．より抜粋。）
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れらの諸活動がコミュニティにおける公衆の福祉の促進

に関して重要な役割を果し得るように法的団体あるいは

民問団体によってとられるべき実際的処置についてCC

P　Rに報告する」1）ことであった。ウォルフェソデソ・

レポートは1960年9月に提出された2）。それは国内のス

ポーツの現状に関する調査や諾外国のスポーツの状況な

どの比較をもとに，イギリスにおけるスポーツの発展の

ための諸々の勧告を提示したものであった。中でも，ス

ポーツ振興のための財政援助と新たな組織の設置に関す

る提案は重要なものであった。それは，スポーツの発展

に有益なより多くの法的財政援助を確保するためには，

政府から直接補助金を受け，それを最も適切な部面に支

出する，文部省とは独立した新しい組織，すなわちス．

ポーツ振興会議（SpOrts　Deve10pment　Counci1）の設

置が必要であり，スポーツ振興会議は6～1O名の委員で

構成され，枢密院議長あるいは大蔵大臣に直接責任を負

い，年に500万ポソドの交付を受け，それを公的団体や

スポーツ団体等に配分する権隈を有するというものであ

った。

　ウォルフェソデソ・レポートは1961年2月，上院にお

いて初めて論議され，当時の大法官は「政府はC　C　P　R

の説明に照らしてその報告書を考慮している。」3）と答え

たと言われている。そして，その手始めとして1961－2

年の予算に3つのナショナル・レクリエーション・セソ

ターとSCPR（Scotish　Counci1of　Physica1Recre－

atiOn）のセソターの管理，運営のための補助金及び全

国的な諸団体におげるコーチング活動のための追加の補

助金が計上されたのである。また，同年4月には下院に

おいてウォルフェソデソ・レポートに関して論議された

が，スポーツ振興会議の設置について明確な解答を得る

までには至らなかったと言う。翌年5月には，政府は施

設整備のために100万ポソドの特別補助金を，またコー

チソグ活動等に10万ポソド，ボラソタリー’プロジェク

トに10万ポソトの付加的補助金の交付を提唱した。しか

し，スポーツ振興会議の設置に関する政府の態度はむし

ろ否定的なものであった。その後，政府は当時の科学担

当大臣を，その従来の任務の他に，スポーツに関して特

別の責任をもつ大臣として兼務させることとしたが，彼

はC　C　P　Rやスポーツ関係団体の代表者達との話し合い

の結果，スポーツ振興会議あるいは諮間委員会を設置す

ることなく，諸団体と協力してスポーツ振興の課題に取

り組んでいく姿勢を示した。新しい組織は設置されなか

ったが，上述のようなスポーツ振興のための補助金の増

額の傾向やスポーツ担当相の兼務などの措置がとられ，

また単一種目クラブ（sing1e－activity　c1ub）は補助金交
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付の対象から除外されるという制約は除去されるように

なるなど，スポーツ振興に関して政治的措置がとられる

ようになった。そして，1964年10月の総選挙で，スポー

ツ・カウソシルの創設を公約とした労働党が与党の座に

着き，翌年2月にadvisOry　Sports　Counci1が設置さ

れるのである4）。それによって，スポーツの振興に関す

る財政支出の増額が期待されたが，それとは裏腹に，

1966－7年にはそれはかなり削減されることになった。

これは，労働党政府が，「繁栄している国内経済を，因

内イソフレーショソに起因するポソド平価切り下げの危

険をおかすことなしに，同時にいかにして維持するかと

いう問題」5）に対して，応急策としてデフレ政策をとっ

たためであった。

　Advisory　Sports　Counic1設置以後の政府のスポー

ツに関する資金支出を1968－9～1971－2年までについて

みると，表8のように示される。政府のスポーツに関す

る資金支出は1969－70年では1968－9年とあまり変わった

ところはみられないが，1970－1年においては1969－70年

に比べて約34％の増加となっている。その増加部分のほ

とんどは施設整備に関するものであり，同年の施設整備

費は支出総額の約50％を占めている。また，1971－2年

の支出総額は前年のそれの26．3％の伸びを示しており，

財政抑制から次第に脱却しているように思われる。

　地方自治体については，スポーソ及びフィジカル・レ

クリエーションのための施設整備への投資に関して表9

から見て取ることができる。表9にみられるように，コ

ミュニティにおけるスポーツ並びにフィジカル・レクリ

エーショソのための施設の主要な提供者は地方自治体で

あることがわかる。しかし，1966－7年の予算の削減は

地方自治体においても当然の如く影響がみられ，同年の

スポーソ及びフィジカル・レクリエーショソ施設整備の

投資額の大幅の削減は深刻なものであり，それは1971－

2年において漸く回復されたものの，地価の騰貴などを

考えれば，その問ほとんど進展はみられない6）ことが指

摘されている。

（2）ex㏄ut1ve　SPOrts　COumc11の設置

　advisory　Sports　COunci1の設置以後，それとC　C

P　Rの関係並びにその職務等に関する問題が生じた。

1970年，時のスポーツ担当相はその問題を解決するため

にadvisory　Sports　Counci1，ウェールズSC，スコ

ットラソドS　C及び地方S　C，C　C　P　R等のメソバーを

召集し，協議を行ない，その問題の処理についてほぼ同

意が得られた。しかし，他方では，保守党内で設置され
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コーチソグ
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小規模事業 716，855 723，216 895，615 1，212，275

計 1，580，863 1，626，381 2，174，960 2，746，249
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153 

1, 641 

37 

730 

184 

138 
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56 

9
 

2, 456 

348 

2, 804 

1966-7 

565 

90 

655 

25 

850 

195 

77 

8
 
6
 

55 

13 

1, 580 

304 

1, 884 

1967-8 

63 1 

418 

1, 049 

21 

900 

252 

57 

9
 

12 

74 

14 

1, 692 

696 

2, 388 

1968-9 

724 

275 

999 

16 

980 

274 

65 

12 

37 

78 

16 

1, 875 

602 

2, 477 

1969-70 

746 

151 

897 

25 

1
 

1, 030 

316 

63 

9
 

45 

77 

14 

1, 950 

527 

2, 477 

1970-1 

957 

438 

1, 395 

21 

1, 100 

299 

46 

42 

5
 

97 

24 

2, 263 

766 

3, 029 

1 971-2 

2, 024 

401 

2, 425 

1, 690 

309 

91 

61 

46 

133 

22 

3, 999 

778 

4, 777 

(The Sports Council. Annual Report 1972-3, 1973.) 
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た研究グループはスポーツとレクリニーショソの分野に

おける政府の将来の責任について考究し，その結果，政

府から独立した，しかも執行権限を持ったスポーツ・カ

ウソシルを法の制定の下に新設すべきである7）という結

論に達したと言われている。

　このような背景のもとに，1970年6月の総選挙におい

て，現在政府によって行なわれている補助金交付の任務

に関して責を負うexecutive　Sports　Counci1の設置

を公約とした保守党が再び与党の座に返り咲き，保守党

政府は1971年6月，その創設を発表した。新しいスポー

ツ・カウソシルは正式には1972年2月22目の　Roya1

Charter　for　Sportの制定によって発足する。同憲章

は，スポーツ・カウソシルをスポーツ及びフイジカル・

レクリエーショソの代表機関であり　（6条の（3）），それ

は補助金及び貸付金を交付する権限を有する（2条の（e））

などを規定している8）。これに基づき，スポーツ・カウ

ソシルはスポーツ等に関する施設建設のための補助金交

付の基準を設げるとともに，地方自治体，民間団体の事

業等に対して統一的に補助金交付を行なうようになった

のである。

　C　C　P　Rの処置についてはC　C　P　Rと政府の間での話

し合いの結果，C　C　P　Rのスタッフや財産はスポーツ・

カウソシルに移籍されることになり，またC　C　P　Rの果

たしてきた役割もスポーツ・カウソシルによって受げ継

がれることになった。スポーツ・カウンシルは国務大臣

の管轄下にあり，環境省から直接財政援助を受けている

が，その存在は政府から独立した特殊法人として認めら

れている。環境省からの補助金額は，1972－3年では360

万ポソド，1973－4年では500万ポソド，1974－5年では

6，575，O00ポンドであり，1980－1年では19，288，OOOポソ

ドとなっており，8年問でおよそ5．4倍になっている。

表10～12はスポーツ・カウソシル政府補助金支出内訳を

1972－3年，1976一テ～1977－8年，1979－80～1980－1年

について示したものである。

　スポーツ・カウソシル設置以後補助金は大幅に増加す

るようにたるのであるが，1972－3年についてみれば，

増加額の大部分は施設整備に費されており，それは前

年度比35．6％の伸びを示し，中でも同年より大規模事業

（最大補助金5万ポソド）について補助金が交付される

ようになるとともに，地方自治体やクラブ等の組織に加

えて企業体についても施設整備補助金が交付されるよう

になっている。1972－3年の支出総額に占める振興費

（項目（4），（5））と施設整備費の割合は17．1％と56．4％で

あったが，1976－7年では25％と44．1％，1977－8年では

33・9％と35．1％，1979－80年では28．5％と40．4％，1980

表101972－3年スポーツ・カウソシル

政府補助金支出内訳　　　　　　単位；ポソド

（
1
）

（
2
）

（3）

（
4
）

（5）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

本部事務局費

地方振興費

国立セソター運営費

C　C　P　R補助

全国的統轄団体補助：

管理・運営

コーチング

国際行事

トレーニソグ

調査

（資本支出）

全国レベル

大規模事業

小規模事業

計

357，285（10．1）

372，084（1O．5）

155，259（　4．4）

13，483

173，682（4，9）

231，502（　6．5）

136，710（3．9）

52，132（1．5）

54，981

　589，840（16．6）

　294，527（8．3）

1，117，882（31．5）

3，549，367

注　（）内の数値は支出額に占める割合（％）を示Lてい
る。

（The　Sports　Counci
1973．より作成。）

Annua1Report1972－3，

一1年では28．4％と38％となっており，1972－3年に比べ

て施設整備費の割合の低下がみられる。それに伴い，地

域レベルの施設整備費の割合も1972－3年の39．8％から

およそ22～30別こ低下している。また，その交付先の内

訳についてみれぱ，1972－3年のスポーツ・カウソシル

収支決算ではクラブ等の組織への交付額が地方自治体の

それを上回っているが，1980－1年の政府補助金内訳で

はクラブ等の組織に1，995，499ポソド（40．5％），地方自

治体に2，450，146ポソド（49．7％），企業体に480，663ポ

ソド（9．8％）となっている。それに対し，振興費の中

でも全国的統轄団体補助金の支出総額に占める割合は

1972－3年では16．8％であったが，1976－7年では24．7％，

1977－8年では32．8劣，1979－80年では25．8％，1980－1

年では25．9劣となり，地域レベルの施設整備費の割合と

ほぼ同じ比率になっている。この問，地域レベルの振興

費は最も高い割合を示している1980－1年でさえも228，0

00ポソドで，支出総額の1．2％でしかない。他方，地方

自治体の支出状況についてみると，イソグラソド及びウ

ェールズのスポーツと屋外レクリエーショソヘの支出額

は1972－3年では5，600万ポソド，1973－4年では約6，000

万ポソドg）とされ，また1980－1年ではスポーツとフィ

ジカル・レクリエーショソのための支出額は56，500万ポ

ソドに上っている10）ことが報告されている。

　ところで，施設については1972～1981年までの10ケ年
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表11スポーツカウソシル政府補助金支出内訳

　　　（1976－7～1977－8年）　単位；1，OOoポソド

（ユ）本部事務局費

（2）地方事務局費

（3）国立セソター運営費

（4）スポーツ振興

　　全国的統轄団体補助

　　エキセレソ、トセソター

　　地域スポーツ振興

（5）調査及び広報

（6）その他

　　（資本支出）

（7）全国レベル

（8）その他

（9）貸付金

　　　　計

　　収入［（3）以外のもの］

総　　　　　　計

表12　スポーツカウソシル政府補助金支出内訳

　　（1979－80～1980－1年）　　単位；1，000ポソド

1976－7　　　　　　1977－8

1，122（11．3）1，216（10．6）

965（9．7）1，052（9．1）

872（8．7）　966（8．4）

2，463（24．7）

　13

　17
　229
　264

2，181（21．9）

2，213（22．2）

10．329

　362

3，780（32．8）

　51

　71

　361

　329

1，175（10．2）

2，872（24．9）

　　95

11．986

　446
9．967　　　　　　11，522

注　（）内の数値は支出額に占める割合（％）を示してい

（ユ）給与・退職手当

（2）その他の費用

（3）国立セソター運営費

（4）スポーツ振興

　　全国的統轄団体補助等

　エキセレント・センター

　地域スポーツ振興

　その他
（5）調査及び広報

（6）その他

　　（資本支出）

（7）全国レベル

（8）その他

（9）貸付金

　　　計

　収入［（3）以外のもの］

る。

（The　Sports　Counci
1978．より作成。）

総　　　　計

1979－80

　2，083（13．2）

　　938（6．3）

　1，400（8．9）

［4，487］（28．5）

　4，064（25．8）

　　147

　　128

　　147

　　518

　　389

1，537（9．8）

4，822（30．7）

　144
16．318

　587
15，731

1980－1

　2，636（13．7）

　1，211（6．3）

　1，873（9．7）

［5，474コ（28．4）

　5，000（25．9）

　　137

　　228

　　109

　　713

　　361

2，059（10．7）

5，287（27．4）

　261
19．875

　567
19，308

，Annua1Report，1977－8，

計画が表13のように示されていたが，1972～1981年まで

に支出された金額はスポーツ・ヵウソシル2，800万ポソ

ド（12．7％），民間団体4，300万ポソド（19．5％），地方

自治体14，900万ポソド（67．7劣）で総額22，O00万ポンド

となっている。計画では37，000万ポソドが見込まれてい

たが，実際にはその59．5％の投資額でしかない。施設整

備計画はその後修正され，スポーツ・セソターとプール

の整備数及び整備率は表14のように示されている。ゴル

フ・コースについては1960～1979年までに6地域11）で

314のコースが新設されていることが報告されている。

　スポーツ・カウソシル，地方自治体による施設整備施

策及び民間団体の施設整備において，確実に計画目標を

上回ったのはプール施設だげであった12）が，それらに

よる施設の提供は人々のスポーツ参加やクラブの発展を

促したと言われている。一般の人々のスポーツ参加の状

況についてみると，1960年代には屋外スポーツ参加率は

2倍になったが，さらにそれは1970年代には50％の伸び

を示し，屋内スポーツヘの参加率も1970年代には2倍に

なり，1980年までに30％の者が月1回もしくはそれ以上

屋外スポーツに参加し，23％の者が定期的に屋内スポー

ツに参加するようになっていることが報告されてい

る13）。この増加は1977年に比べてそれぞれ7．2％と6．1％

注 1．1979－80年から1980－1年への繰越金69，000ポソ

　ドがあり，また1981－2年への繰越金は49，000ポ1／

　ドになる。

2．　（）内の数値は支出額に占める割合（％）を示し

　ている。

（The　Sports　Counci1，Annua1Report1980－1．
1981．より作成。）

の増加率であり，そこでは中年層の中でも比較的若い男

女の問で増加率が高く，とりわけ熟練手工労働者層の問

で著しいとされている。また，伝統的なクラブ・スポー

ツも盛んで，既存のクラブの発展（ヨット，バスケット

ボールや体操など）や新しいクラブの増加（バドミソト

ソ，屋内ボウリソグ，水中スポーツや水上スキーなど）

も指摘されている14）。しかし，他方では，主婦，特に幼

児を抱えている主婦，半熟練及び不熟練労働者，45才以

上の人々，身体障害者，少数民族の人々，失業者などの

スポーツ参加は未だ低率にあることや，イギリスにおけ

る2大スポーツ，すなわちクリケットとサッカーの衰退

がみられることが指摘されている15）o

　このような状況を踏まえて，1982年には新たなスポー

ツ振興計画（1983～1993）が提示され，スポーツ参加の

促進と，前期5か年の施設整備の目標及び財政計画とが

示されたのである。財政については経常費と資本の割合

は58％と42％とされ，また，スポーツ参加の促進並びに

コミュニティ・スホーソ施設の整備と競技力向上（エキ

セレソス）への配分は76％と24％であることが提案さ
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表131972年現在の施設数と1981年までの施設整備目標数

スポーツ・セソター

北部

北西部

ヨークシア＆ハソバーサイド

西中部

東中部

東部

ロソドソ全域と南東部

南部

南西部

イソグラソド計

ウェールズ　計

総　　　　　　　計

現　有　数

　1972
目　標数
　1981

5

2
4
2
6
3
2

58

126

95

100

55

70

140

62

53

24　　　　　　759

3　　　　　　　56

27　　　　　　815

費用；1972年現在の価格（百万ポソド） 160

プ　　　　ル

目　標数
　1981

20

60

32

20

37

58

93

48

43

411

36

447

58

ゴルフ・コス
現　有　数　　目　標　数
　1972　　　　　　　　　1981

151

319

220

158

116

680

159

63

89

69

116

72

169

183

44

66

1．803　　　　　　　　　　881

　161　　　　　　89

1．964　　　　　　　　　　970

40

注1．　スポーツ・セソターは2つのホールと補助施設をもつものとする。　2．　ゴルフ・コースの整備目標数の

　　うち，700～720が公共団体による整備目標数である。　3．以上の施設の他に，スベシャリストのための施

　　設整備に2，600万ポソド，プレーイソグ・フィールドの整備に1，200～1，500万ポソド，小規模な施設の整傭

　　に2，500～3，000万ポソド，ナショナル施設整備に500～700万ポソド，クラブ施設の整備に1，500万ポソド，

　　総額37，000万ポソドが必要とされる。（The　SpOrts　COunci1，Sport　in　the　Community，1982．）

表14　コミュニティ施設の整備状況 （1972～1981）

スポーソ・ スイミソグ
セソター ・プール

1970－1年の整備状況 12 440

1981年の整傭目標 759＊ 857

1980－1年の整備状況 461＊＊ 964

施設整備達成率 61％ 112劣

＊改築等を含む。

＊＊その他に310の小規模のセソターが整備されている。

　（The　Sports　Counci1，Sport　in　the　Community

　1982．）

れ，前者への重点配分が示されている。

4．結びにかえて

　ゴールデソ・プラソにあっては，健康と体力の間題が

前面に押し出され，その障害ないしは低下が杜会的・経

済的・文化的使命の達成に支障を来すことになることが

指摘されるとともに，その予防策として身体運動やス

ポーツの意義が強調されている。他方，スポーツ・カウ

ソシルの場合には，江刺が述べているように，r生活の

表15イソグランドにおげる1983～1993年のスポーツ活

　　動参加に関する目標（13才以上人口の4週問におけ

　　る参加）

屋　　外 屋　　内

男 女 男 女

現在の参加率（％） 36．6 23．9 31．1 15．4

1993年までの参加率におげ
る目標増加率 13．7 35 15 69

1993年における参加率 41．6 33．O 34．4 26．1

1983年における総参加者
（百万人） 6．8 4．8 5．8 3．1

1993年におげる総参加者
（百万人） 7．8 6．6 6．5 5．2

1983～1993年における参加
者の増加（百万人） 1．O 1．8 0．7 2．1

（The　Sports　Counci1，Sport　in　the　Community，
1982．）

質」の向上に対するスポーツやレクリエーショソの寄与

の認識と同時に，個人の幸福はまた杜会の幸福でもある

という個人主義的発想もみられる1）。さらに，ゴールデ

ソ・プラソは確かに西ドイツ全体において実施された保

養・遊戯・スポーツに関する施設整備施策であるが，そ

れは当初地方自治体を母体とした団体等の協力を得ると
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ともに，スポーツ関係団体や都市計画・建築関係者など

を中心に作成され，それに州政府が加わったものであ

り2），連邦政府自ら定めたものではない。ゴールデソ・

プラソは各級政府及び議会の同意を得て実行に移される

ことになったものである。それに対して，スポーツ・カ

ウソシルの場合には，一般市民のスポーツ振興のみなら

ず，競技力向上をも含めたスポーツ振興施策として定立

されたものである。それにはC　C　P　Rのウォルフェソデ

ソ・レポートが大きな影響を及ぽしたが，法の制定によ

って設置されたexecutive　SpOrts　COunci1は，環境

省の管轄下にあるものの，諸外国でも例を見ない特殊法

人として位置づけられている。しかし，それだけに，そ

の設置には12年の歳月を要している。その問，財政上の

間題，C　C　P　Rの処遇，スポーツ関係団体との意見調

整，スポーツ振興とスポーツ統制などの諸問題があった

ようである。

　ゴールデソ・プラソの実施状況についてみれば，若干

の施設を除き，ほぼ計画の実現を見，さらなる計画の実

行に着手されている。しかし，連邦政府の財政負担は小

額であって，第1次覚書において提案された財政負担率

を大きく下回っている。つまり，コミュニティ・スポー

ツに関する施設整傭の主体は市町村であり，それに州が

指導，援助する形態となっている。それに対し，連邦は

全国的及び国際的レベルのスポーツの振興を主とするこ

とが明確になってきており，役割の分担がみられる。ス

ポーソ・カウソシルにあっては，前述のように，一般市

民のスポーソの振興はもちろんのこと，競技力向上をも

含めたスポーツ及びレクリエーショソに関する振興を司

るものである。そのため，当初こそ地方レベルのスポー

ツ等に関する施設の整傭が重点的に進められていたが，

後年では競技力向上のための経費の割合が上昇し，その

経費は地方レベルのスポーツ等に関する施設整傭のため

の経費とほぼ同額となっており，両者を並行的に推進し

ようとする姿勢が見られる。そのことや財政的限界もあ

って，地方レベルのスポーツ等に関する施設の整備は未

だ不十分なものとたっている。特に，スポーツ・カウソ

シルの支出額は民問団体のそれをかなり下回っている。

ただ，スポーツ・カウソシルは，財政的限界の中でも，

クラブの施設整備に対して積極的に援助を行なってお

り，かつ営利団体，中でも主にプロ・フットボール施設

のコミュニティ利用のための整備，改修などについても

援助を行なうなど，施設整備については総合的推進を図

っている。

　ゴールデン・プラソの実施はスポーツ人口並びにクラ

ブの増加を促し，D　S　Bの加盟者数は1975年現在で総人

表16施設整備目標（1983－4～1987－8年）

l1…年 1983－4～1987－8年

体　　育　　館 771 800か所新設

プ　　ー　　ル 964 50か所新設

200か所改修

各種グラウソド 3，000か所新設および改
修
3，000か所新設およぴ改

（The　Sports　Counci1，op．cit．）

表17財政計画（1983－4～1987－8年）単位；百万ポソド

1983－4

1983－4年 ～

1987－8年

国民スポーツ振興 6．3 30，5

施設整備 10．O 105．5

競技力向上（ナショナルセソタ
一等を含む） 10．6 61．6

その他（研究調査等） 3．4 17．4

計 30．3 215．0

（文部省体育局体育課，外国における体育・スポーツ行

政資料，1985年）

口の21％に上り，クラブは44，373となっている。ちなみ

に1982年では前者は総人口の29．2％にもなっている。そ

の問クラブの形態の変化も指摘されているが，ゴールデ

ソ・プラソ同様，今後の分析が必要であることは言うま

でもない。イギリスでも，スポーツ・カウソシル設置以

後スポーツ参加の促進や新しいクラブの増加，既存ス

ポーツ・クラブの発展などがみられる。しかし，一般市

民のスポーツ活動と競技力向上との統合的推進の困難さ

が指摘され8），スポーツ統轄団体の役割等も問題になっ

ており，さらに，施策が進められる中で杜会的・経済的

条件等に恵まれない人々が取り残される傾向のあること

が指摘されている。こうした状況や将来の展望に基づ

き，新たな施策に取り組まれているのであるが，近年西

ドイツでは施設の整備とスポーツ活動の隆盛に伴って財

政負担上の間題や環境保全の問題が生じてきている。と

りわけ，後者は深刻で，AD　S4）の年鑑によれば，西ド

イツでは15の裁判の判決があり，その中の1つであるス

ポーツと環境悪化を主題とした連邦裁判所の判決では，

スポーツはある種の環境悪化を生じさせる要因となって

いることが明示されたほどである。

　以上，西ドイツのゴールデソ・プラソ，イギリスのス

ポーツ・カウソシルをスポーソ政策として捉え，その動
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的側面について考察してぎた。しかし，資料の問題もあ

って決して充分たものであるとは言えない。特に政策の

スポーツヘの作用によるスポーツの発展や構造の変化の

面において課題を残しており，今後の調査報告やさらな

る検討を要するところでもある。それに，スポーツの発

展や構造の変化はここで取り上げた施策のみによって生

じるものではなく，他の施策及び諸要因との関連も考慮

されなけれぱならない。しかしながら，そうした問題を

残しながらも，ある面では，現代杜会の中でスポーツは

政治的目標達成の役割を担うことによって発展していく

という構図がみられるように思われる。そこでは，もは

やスポーツは遊び（p1ay）ではなく，明確な杜会参加の

一形態として位置づげられているのである。

1
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